
○ いわゆる八条委員会については、①基本的政策型と②法施行型に分けられる。

○ 基本的政策型とは、行政の企画・立法過程における法案作成や法案作成につな

がる事項などの基本的な政策を審議事項に含む審議会等をいう。

○ 法施行型とは、行政の執行過程における計画や基準の作成、不服審査、行政処

分等に係る事項について、法律又は政令により、審議会等が決定若しくは同意機

関とされている場合又は審議会等への必要的付議が定められている場合に、当該

事項のみを審議事項とする審議会等をいう。

参考資料：「審議会等の整理合理化に関する基本計画」
（平成１１年４月２７日閣議決定）別表 ５



中央省庁等改革を推進するため、審議会等の整理合理化に関する基本的計画を以下のとお
り定める。

１．審議会等の整理合理化
（１）審議会等の整理

審議会等の設置については、別紙１の「審議会の設置に関する指針」によることとす
る。これに基づき既存の個々の審議会等について次の①～⑤の方針により整理を行った
結果、府省の再編に際し設置する審議会等の名称は別表のとおりとする。

別表 審議会等の整理合理化関係
（注）本表において「基本的政策型審議会」とは、行政の企画・立法過程における法案作

成や法案作成につながる事項などの基本的な政策を審議事項に含む審議会等をいい、
「法施行型審議会」とは、行政の執行過程における計画や基準の作成、不服審査、行
政処分等に係る事項について、法令又は政令により、審議会等が決定若しくは同意機
関とされている場合又は審議会等への必要的付議が定められている場合に、当該事項
のみを審議事項とする審議会等をいう。

１．府省再編時において存置ずる審議会等（７２審議会等。名称は現行のもの。（ ）
内は中央省庁等改革関連法律案等にて名称を変更予定の審議会等の新名称案。）

（１）基本政策型審議会（２２審議会等）（抄）
公衆衛生審議会（厚生科学審議会）、中央社会福祉審議会（社会保障審議会）、

中央労働基準審議会（労働政策審議会）
（２）法施行型審議会（４２審議会等）（抄）

原子爆弾被爆者医療審議会、医道審議会、中央薬事審議会（薬事・食品衛生審議
会）、援護審査会、社会保険審査会、中央社会保険医療協議会、中央最低賃金審議
会、労働保険審査会

６



内閣府 各省

３条委員会
（外局）

○公正取引委員会

○国家公安委員会

○運輸安全委員会（国土交通省）

○中央労働委員会（厚生労働省）

８条委員会
（審議会等）

○消費者委員会

○食品安全委員会

○原子力安全委員会

○社会保障審議会（厚生労働省）

○厚生科学審議会（厚生労働省）

○医道審議会 （厚生労働省）

○薬事・食品衛生審議会
（厚生労働省）

○社会保険審査会（厚生労働省）

○年金業務・社会保険庁
監視等委員会 （総 務 省）
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権能・権限の概要

公正取引委員会
○私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等の規制（事業者への違反行為の排
除命令・課長金納付命令など）

○事業者等への資料提出・報告要求 等

国家公安委員会
○警察庁の管理（警察に関する制度の企画・立案、警察に関する国の予算など）
○警察行政に関する調整 等

運輸安全委員会

○航空事故等の原因究明等のための調査（航空事業者等からの報告徴収・関係者への
立入りを含む。）

○当該調査の結果に基づき、航空事故等の被害の軽減のため講ずべき施策等について、
国土交通大臣・航空事業者等への勧告

○当該施策等について、国土交通大臣・関係行政機関の長への意見
○関係行政機関の長等への資料提出要求 等

中央労働委員会
○労働争議のあっせん、調停及び仲裁
○不当労働行為事件の審査 等

２※３条委員会には、８条委員会のような一般的類型がない。


